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名谷中央交番だより
令和８年 

須磨警察署 

☏731-0110 

サイバーセキュリティに関する普及啓発強化 
～サイバー犯罪対策の推進～  ～サイバー攻撃の脅威～ 

２月１日～３月 18日は「サイバーセキュリティ月間」です 

フィッシングやサポート詐欺、ランサムウェアなど、皆さんの生活をおびやかす犯

罪も身近となっています。 

家庭や職場でセキュリティについて話し合い、一人一人が日頃から対策すること

が何よりも重要です。 

政府では、毎年２月１日から３月 18日を「サイバーセキュリティ月間」と定め、

国家サイバー統括室（ＮＣＯ）を中心に、産官学民が連携して、サイバーセキュリテ

ィに関する取組を集中的に行っています。 

インターネットは、子どもたちにとっても日常生活に

欠かせないアイテムになっています。 

そのような中、ＳＮＳやオンラインゲームを通じて知

り合った相手に呼び出され被害に遭うケースや裸の写真

や動画を送信させられる「自画撮り被害」が発生してい

ます。 

どのような危険があるか、安全に使うためにはどうし

たら良いかを知り、家庭や学校でルールを作り、守って

いきましょう。 

また､子どもが困ったときにためらわず相談できるよ

う､日頃のコミュニケーションを大切にするとともに、信

頼できる公的機関に相談してください。 

話合いのきっかけに、ぜひサイバー防犯標語「あひル

のおやコ」をご活用ください。 

子どもを守るために 


